
 【両面印刷 世帯数配付】 

 長坂中学校応援歌の冒頭に「古きゆかりの穂見の里～♪」とあります。この「穂見の里」は

長坂上条地区の旧郷社である「穂見諏訪十五所神社」に由来があるとされています。「穂見諏

訪十五所神社」の創建は、一説によれば貞観 6 年（864 年）とされていて、千年以上の歴史

のある神社です。本殿・筒粥神事・境内の大ケヤキが市指定の文化財となっています。 

 その「穂見の里」を名前とする「学校だより」を今回より発刊いたします。本校の様子をお

伝えする一助となれば幸いです。 

 

「いじめ問題」に対する本校の対応について  

本校では 6 月に「学校いじめ防止基本方針」を改定しました。この基本方針は既にお子さん

を通して、全家庭に配付しましたがご覧いただけたでしょうか。  

昨年度（令和 4 年度）の本校におけるいじめ認知件数は 4 件でした。これらは全て「解決済

み」となっています。本年度は、本日（7 月 14 日）の時点で 4 件認知しています。既に昨年

度と同じ認知件数となっておりますが、これは新しい基本方針に則り、丁寧に聞き取り等の調

査を行った結果、増加したものだとご理解ください。基本方針の冒頭には次のように記してあ

ります。「いじめはどの子供にも，どの学校にも起こりうることであり，どの子供も被害者に

も加害者にもなり得る事実を踏まえ，学校・家庭・地域が一体となって，未然防止・早期発見

・早期対応に取り組まなければならない」、いじめを完全に無くすことは困難です。だからこ

そ、早期発見・早期対応が重要になってきます。 

新しい「学校いじめ防止基本方針」に則り、本年度既に実施した主な取組を下に記します。

ご家庭での話題にしていただければ大変嬉しいです。 

〇校長による学校集会並びに生徒総会での話 

 〇「いじめ」について考える道徳の授業の全学級での実施 

〇生徒総会における「いじめ撲滅宣言」の採択 

〇スクールカウンセラーによる、全生徒との個別面談の開始  

〇「きずなの日」の充実‥時間の確保 

〇「生活アンケート」の実施 

 ＜アンケートの具体的な内容（一部）＞ 

 ・学校に行くと、誰かに悪口を言われて 

いるような気がして怖い。 

 ・友人関係など、人との関わりで悩みや 

相談したいことがある。 

〇「情報モラル教室」の実施 
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少年対策官 北原 宏明 氏 

穂見の里 
                          北杜市立長坂中学校 
    ほ        み          さと                学校だより 

                                               
                           ＜文責＞ 

校長 板山俊彦 

                              【令和 5 年 7 月 1３日】 

【情報モラル教室の様子（7月 11日開催）】 
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学校運営協議会について  

 本校は昨年度（令和 4 年度）、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）となり

ました。コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の方々が共に知恵を出し合い、

学校運営に意見を反映させることで、協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域と

共にある学校づくり」を進める法律（正式名称：地方教育行政の組織と運営に関する法律）

に基づいた仕組みです。 

 本年度も 11 名（内訳：通学区域内住民 8 名と本校職員 3 名）の委員による、第 1 回学

校運営協議会が開催されました。運営協議会では令和 5 年度の長坂中学校運営方針等が承

認されるとともに、本校の抱える諸課題について話し合われました。その具体的な内容等

は、本校のホームページに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。 

 発足して 2 年目ということもあり、その方向性を含めて熟議を重ね、今後より良い長坂

中学校へと発展させていきたいと考えております。 

 

本校の多忙化改善（働き方改革）について  

 教職員の多忙化改善（働き方改革）が、社会的にも大きな課題となっております。本校

においても、決して例外ではありません。4 月の PTA 総会でも、その時点での状況（各超

過勤務時間の該当者数）をお伝えしました。その後の様子は以下の通りです。なお、山梨

県は令和 3 年 3 月に作成した「山梨県の公立学校における働き方改革に関する取り組み方

針」において、「時間外在校等時間が月 80 時間を超える教職員をゼロにする」という目

標を掲げています。 

【長坂中学校における超過勤務の状況について】（対象職員 19 名） 

                ＜4 月の状況＞ ＜5 月の状況＞ ＜６月の状況＞ 

 45 時間以上 60 時間未満    ３ 人     ４ 人      ４ 人 

 60 時間以上 80 時間未満    ５ 人     ５ 人      ６ 人 

 80 時間以上 100 時間未満    ３ 人     ２ 人      ４ 人 

100 時間以上           ２ 人     ０ 人      ０ 人 

このような状況を受け、本校では職員で話し合い、具体的な取り組みとして以下のよう

な確認をしました。 

★１９：３０には退校しましょう。‥12 時間後には再び出勤です。 

★週末、部活指導が終わったら帰りましょう。‥家庭あるいは自分のために費やす時間

は、必ず生徒ためになります。 

  

 ＜ご家庭の皆様へのお願い＞ 

 学校への午前 7 時前と午後 7 時以降の電話は、特別なことがない限りご遠慮ください。 

 どうかご理解とご協力をお願いします。 

 

  本校ではホームページを通して，学校の様子を随時お伝えしてい 

ます。本校の「学校いじめ防止基本方針」等もご覧いただけます。 

http://hokutoed.main.jp/nagasakajhs/  

  


